
 

【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成31年２月８日

【四半期会計期間】 第13期第３四半期（自 平成30年10月１日 至 平成30年12月31日）

【会社名】 株式会社プレミアムウォーターホールディングス

【英訳名】 Premium Water Holdings,Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   萩尾　陽平

【本店の所在の場所】 山梨県富士吉田市上吉田４５９７番地の１

（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って

おります。）

【電話番号】 （０３）６８６４－０９８０

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長　太田　宏義

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目４番16号

【電話番号】 （０３）６８６４－０９８２

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長　太田　宏義

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
 

 

EDINET提出書類

株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294)

四半期報告書

 1/17



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第12期

第３四半期連結
累計期間

第13期
第３四半期連結

累計期間
第12期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年12月31日

自平成30年４月１日
至平成30年12月31日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

売上高（千円） 19,901,964 27,764,807 27,716,957

経常利益又は経常損失（△）（千円） △1,330,507 478,064 △1,559,208

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期（当期）純損失（△）（千円）

△1,378,419 157,671 △1,493,762

四半期包括利益又は包括利益
（千円）

△1,390,671 158,409 △1,494,586

純資産額（千円） 2,918,193 3,185,089 2,814,278

総資産額（千円） 21,135,260 27,049,721 23,844,964

１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期（当期）純損失
（△）（円）

△52.11 4.26 △56.80

潜在株式調整後１株当たり四半期(当
期)純利益（円）

－ 3.92 －

自己資本比率（％） 13.7 11.6 11.7
 

 

回次
第12期

第３四半期連結
会計期間

第13期
第３四半期連結
会計期間　

会計期間
自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日

自 平成30年10月１日
至 平成30年12月31日

１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期純損失金額
 （△）（円）

△15.21 1.07

 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。

２．前第３四半期連結累計期間及び第12期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜

在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失であるため、記載しておりません。

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内

容について、重要な変更はありません。

なお、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

(1) 連結の範囲の重要な変更

新規設立に伴い、寧波普瑞咪雅水業有限公司を第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間において、株式会社Patchは、平成30年５月14日付で、当社の保有する同社株式が議

決権を有しない種類株式のみとなったため、持分法適用の範囲から除外しております。

第２四半期連結会計期間において、株式会社Bestライフソリューションは、株式の売却により、持分法適用

の範囲から除外しております。

当第３四半期連結会計期間において、Premium Water Million Club株式会社は、清算手続きが完了したため

持分法適用の範囲から除外しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、前事業年度の有価証券報告書に記載した

「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 
(1）財政状況及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、企業業績の回復や雇用環境の改善を背景に、景気はゆる

やかな回復基調で推移いたしました。一方で、原油価格の上昇による原材料の高騰や、米中貿易摩擦等の世界経

済の不確実性の高まりにより、依然として先行きは不透明な状況が継続しております。

宅配水業界においては、飲料水に対する「安心」・「安全」・「安定供給」を求める意識の高まりを受け、宅

配水の認知度は確実に向上いたしました。宅配水の認知度の向上に伴い、宅配水の市場規模は緩やかに成長して

おります。一方で、人手不足を背景とする人件費及び物流費の上昇などにより、取り巻く経営環境は引続き厳し

さを増しております。

このような状況の下、当社グループは、宅配水事業は顧客が長期間継続して利用してもらうことにより安定し

た収益をもたらすことから、提供価格の見直しを通じた採算性の向上を図るとともに、 平成30年５月10日に公表

しました中期経営計画において収益基盤の強化を重点施策の１つと位置付けたうえで、新規顧客獲得においては

長期契約プランの推奨、既存顧客に対しては満足度向上のためのキャンペーン実施や顧客限定サービスの提供等

の各種施策に取り組んでまいりました。また、PETボトル製造工場の稼働率の向上による製造原価の低減を実現す

る一方、商品の出荷方法の変更等による配送コスト等の削減に努めてまいりました。

これらの施策により、収益基盤の強化に向けた保有契約件数の増加や１契約当たりの収益性の向上が順調に推

移していることから、売上高は27,764百万円(前年同期比39.5％増）、売上総利益は23,613百万円（同45.5％増）

となり、依然として物流費、販売促進費等の増加が当社グループの利益の押下げ要因となっておりますが、販売

費及び一般管理費については22,938百万円（前年同期比32.4％増）となったため、売上総利益の増加により販売

費及び一般管理費の増加を吸収し、営業利益675百万円（前年同期は1,106百万円の営業損失）を確保しておりま

す。

また、経常利益は478百万円（前年同期は1,330百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は157

百万円（前年同期は1,378百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。
 

なお、財政状態については以下のとおりとなります。

当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ3,204百万円増加し、27,049百万円となりまし

た。

（資産）

流動資産は12,022百万円（前連結会計年度末比81百万円の減少）となりました。主な減少要因としては、商品

及び製品の減少526百万円であります。

固定資産は15,026百万円（前連結会計年度末比3,286百万円の増加）となりました。主な増加要因としては、賃

貸用資産の増加2,020百万円であります。

（負債）

流動負債は12,329百万円（前連結会計年度末比2,205百万円の増加）となりました。主な増加要因としては、未

払金の増加760百万円及びリース債務の増加636百万円であります。

固定負債は11,535百万円（前連結会計年度末比628百万円の増加）となりました。主な増減要因はリース債務が

2,433百万円増加した一方、長期借入金が1,186百万円、長期割賦未払金が810百万円減少したためであります。
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（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産は3,185百万円（前連結会計年度末比370百万円の増加）となりました。

主な増加要因につきましては、新株予約権の行使による株式発行により資本金及び資本剰余金がそれぞれ56百万

円増加し、持分法適用会社の減少に伴う利益剰余金増加高73百万円及び親会社株主に帰属する四半期純利益157百

万円を計上したためであります。

 
 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、52百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 
３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 84,000,000

Ａ種優先株式 28

計 84,000,000
 

（注）当社の発行可能株式総数は84,000,000株であり、普通株式の発行可能種類株式総数及びＡ種優先株式の発行可

能種類株式総数の合計数とは異なります。

 
②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成30年12月31日）

提出日現在発行数（株)
（平成31年２月８日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 27,275,502 27,275,502
東京証券取引所
(市場第二部)

権利内容に何ら限定の
ない、当社における標
準となる株式であり、
単元株式数は100株であ
ります。

Ａ種優先株式 28 28 ―
（注）２
（注）３

計 27,275,530 27,275,530 ― ―
 

(注) １　提出日現在発行数には、平成31年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

２　Ａ種優先株式の単元株式数は１株となります。

３ Ａ種優先株式の内容は、次のとおりです。

(1) 優先配当金

①Ａ種優先配当金

当社は、平成29年４月１日に開始する事業年度以降の各事業年度において当該事業年度の末日を基準日と

して行う剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優

先株式を有する株主(以下「Ａ種優先株主」という。)又はＡ種優先株式の登録株式質権者(以下「Ａ種優先

登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登

録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、Ａ種優先株式１株につき第２号に定める額

の剰余金(以下「Ａ種優先配当金」という。)を配当する。

②Ａ種優先配当金の額

Ａ種優先配当金の額は、１事業年度毎に１株につき2,000,000円とする。なお、Ａ種優先株式が発行された

事業年度におけるＡ種優先配当金の額は、１株につき2,000,000円を、Ａ種優先株式発行日の翌日から当該

事業年度の末日までの日数に応じて、１年を365日とする日割り計算により算出した額とする。

③累積条項

ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＡ種優

先配当金の額に達しないとき(剰余金の配当が行われない場合を含む。)は、その不足額は、翌事業年度以降

に累積するものとする。

④非参加条項

当社は、上記①及び②に基づくＡ種優先配当金の配当後、さらに分配可能額について普通株主又は普通登録

株式質権者に対する剰余金の配当を行うときは、別段の定めをしない限り、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録

株式質権者に対しては、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当と同順位での剰余金の配当

を行わない。
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(2) 残余財産の分配

①残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種登録株式質権者に対して、Ａ種優先株式１株に

つき、普通株式１株に対する残余財産分配金に500を乗じた金額の残余財産分配金を、普通株主又は普通登

録株式質権者に対する残余財産分配金の分配と同順位で支払う。

②非参加条項

Ａ種優先株式又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記①に定めるほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 議決権

Ａ種優先株主は株主総会において議決権を有しない。また、当社が会社法第322第１項各号に掲げる行為をす

る場合においては、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(4) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

当社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。また、当社は、Ａ

種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、

株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

(5) 金銭を対価とする取得請求権

①Ａ種優先株主は、平成32年12月16日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、金銭を対価としてＡ種優先

株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「金銭対価取得請求」といい、金

銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)、当社は、金銭対価取得請求に係るＡ種

優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲において、金銭対価取得請求日における会社法第461

条第２項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求日に、次項に定める取得価額の金銭をＡ種優先

株主に対して交付するものとする。ただし、分配可能額を超えてＡ種優先株主から取得請求があった場合、

取得すべきＡ種優先株式は取得請求される株式数に応じた比例按分の方法により決定する。

②Ａ種優先株式１株あたりの取得価額は、次に定める算式による金額とする。

Ａ種優先株式１株あたりの取得価額＝［100,000,000円］＋［Ａ種優先株式発行日の翌日から金銭対価取得

請求日までの日数に応じて１年につき2,000,000円の割合による金額(１年未満の期間部分については１年を

365日とする日割り計算によるものとする。)］－［当社が当該Ａ種優先株式につき支払ったＡ種優先配当金

額合計額］

(6) 金銭を対価とする取得条項

①当社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者の承諾を得た場合、当社の取締役会が別に定める日にお

いて、法令上可能な範囲で、次号に定める取得価額の金銭の交付と引換えにＡ種優先株式の全部又は一部を

取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお、一部を取

得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきＡ種優先株式を決

定する。

②Ａ種優先株式１株あたりの取得価額は、上記(5)②に定める取得価額とする。なお、この取得価額を算出する

場合は、上記(5)②に定める取得価額の計算における「金銭対価取得請求日」を「金銭対価取得条項取得日」

と読み替えて、取得価額を計算する。

(7) 譲渡制限

Ａ種優先株式を譲渡による取得することについては、当社の取締役会の承認を要する。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備
金増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成30年10月１日～

平成30年12月31日

普通株式 　138,860

 Ａ種優先株式　　―

普通株式 27,275,502

 Ａ種優先株式　　 28
 31,006 3,985,529 31,006 3,195,029

 

 （注）新株予約権の行使による増加となります。

 
（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 
（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」について、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成30年９月30日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

 
①【発行済株式】

   平成30年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式 28
 

―
「１(1)②　発行済株式」
の「内容」の記載を参照

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

普通株式 300
 

― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 27,134,600
 

271,346

権利内容に何ら限定の
ない、当社における標
準となる株式であり、
単元株式数は100株で
あります。

単元未満株式 普通株式 1,742
 

― ―

発行済株式総数 27,136,670 ― ―

総株主の議決権 ― 271,346 ―
 

（注）「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式312株のうち12株が含まれております。

 
②【自己株式等】

平成30年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数(株)
他人名義

所有株式数(株)
所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社プレミア
ムウォーターホー
ルディングス

山梨県富士吉田市上
吉田4597番地の１

300 ― 300 0.0

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成30年10月１日から平成

30年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

資産の部   
 流動資産   

  現金及び預金 5,555,213 5,018,890

  売掛金 3,457,309 4,033,401

  商品及び製品 770,946 244,038

  原材料及び貯蔵品 184,436 212,883

  前払費用 1,790,904 2,025,043

  その他 603,984 678,440

  貸倒引当金 △257,804 △189,704

  流動資産合計 12,104,990 12,022,994

 固定資産   
  有形固定資産   

   建物（純額） 1,245,478 1,273,339

   機械装置及び運搬具（純額） 664,998 625,804

   土地 415,997 415,997

   リース資産（純額） 205,200 162,561

   建設仮勘定 35,581 111,358

   賃貸用資産（純額） 6,479,368 8,499,889

   その他（純額） 78,401 62,245

   有形固定資産合計 9,125,027 11,151,195

  無形固定資産   
   のれん 75,625 53,819

   その他 515,002 686,390

   無形固定資産合計 590,627 740,210

  投資その他の資産   
   その他 2,226,019 3,466,546

   貸倒引当金 △201,701 △331,225

   投資その他の資産合計 2,024,318 3,135,321

  固定資産合計 11,739,973 15,026,726

 資産合計 23,844,964 27,049,721
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

負債の部   
 流動負債   

  買掛金 493,338 570,525

  短期借入金 1,500,000 1,500,000

  1年内償還予定の社債 11,200 12,800

  1年内返済予定の長期借入金 2,527,453 2,240,781

  リース債務 255,272 891,621

  未払金 3,167,990 3,928,239

  割賦未払金 1,937,596 1,998,363

  未払法人税等 67,502 454,339

  その他 163,410 732,429

  流動負債合計 10,123,764 12,329,099

 固定負債   
  社債 12,800 －

  長期借入金 4,125,556 2,938,920

  リース債務 725,708 3,159,417

  長期割賦未払金 5,865,663 5,055,396

  資産除去債務 39,098 46,073

  その他 138,095 335,725

  固定負債合計 10,906,922 11,535,531

 負債合計 21,030,686 23,864,631

純資産の部   
 株主資本   

  資本金 3,929,075 3,985,529

  資本剰余金 3,138,575 3,195,029

  利益剰余金 △4,267,671 △4,036,499

  自己株式 △173 △204

  株主資本合計 2,799,807 3,143,855

 その他の包括利益累計額   
  為替換算調整勘定 △11,347 △10,804

  その他の包括利益累計額合計 △11,347 △10,804

 新株予約権 9,134 35,160
 非支配株主持分 16,683 16,878

 純資産合計 2,814,278 3,185,089

負債純資産合計 23,844,964 27,049,721
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 19,901,964 27,764,807

売上原価 3,677,513 4,151,371

売上総利益 16,224,450 23,613,436

販売費及び一般管理費 17,330,515 22,938,331

営業利益 △1,106,064 675,104

営業外収益   

 受取利息 1,738 2,287

 持分法による投資利益 － 487

 為替差益 22,634 5,370

 その他 6,541 6,419

 営業外収益合計 30,915 14,565

営業外費用   

 支払利息 129,668 185,113

 社債利息 27,769 181

 持分法による投資損失 72,034 －

 その他 25,885 26,310

 営業外費用合計 255,358 211,605

経常利益 △1,330,507 478,064

特別利益   

 新株予約権戻入益 1,980 －

 関係会社株式売却益 － 15,155

 特別利益合計 1,980 15,155

特別損失   

 固定資産除却損 6,829 －

 特別損失合計 6,829 －

税金等調整前四半期純利益 △1,335,356 493,220

法人税、住民税及び事業税 42,864 490,906

法人税等調整額 △9 △155,552

法人税等合計 42,855 335,354

四半期純利益 △1,378,212 157,866

非支配株主に帰属する四半期純利益 206 194

親会社株主に帰属する四半期純利益 △1,378,419 157,671
 

EDINET提出書類

株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294)

四半期報告書

11/17



【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,378,212 157,866

その他の包括利益   

 繰延ヘッジ損益 20 －

 為替換算調整勘定 △12,478 542

 その他の包括利益合計 △12,458 542

四半期包括利益 △1,390,671 158,409

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,390,877 158,214

 非支配株主に係る四半期包括利益 206 194
 

EDINET提出書類

株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294)

四半期報告書

12/17



【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

(1) 連結の範囲の重要な変更

新規設立に伴い、寧波普瑞咪雅水業有限公司を第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間において、株式会社Patchは、平成30年５月14日付で、当社の保有する同社株式が議決

権を有しない種類株式のみとなったため、持分法適用の範囲から除外しております。

第２四半期連結会計期間において、株式会社Bestライフソリューションは、株式の売却により、持分法適用の

範囲から除外しております。

当第３四半期連結会計期間において、Premium Water Million Club株式会社は、清算手続きが完了したため持

分法適用の範囲から除外しております。

 
（会計方針の変更等）

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)

（会計方針の変更）

「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第36号　平

成30年１月12日。以下「実務対応報告第36号」という。）等を平成30年４月１日以後適用し、従業員等に対して権利

確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計

基準第８号　平成17年12月27日）等に準拠した会計処理を行うことといたしました。

ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従ってお

り、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引につい

ては、従来採用していた会計処理を継続しております。

なお、この変更による影響額は軽微であります。
 

 

（追加情報）

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分

に表示しております。
 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれ

んの償却額は、次のとおりであります。

 

　 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

 （自　平成29年４月１日 （自　平成30年４月１日

　 　至　平成29年12月31日） 　至　平成30年12月31日）

減価償却費 2,484,316 千円 3,199,393 千円

のれんの償却額 21,805 千円 21,805 千円
 

 
（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日　至 平成29年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。
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２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

 
３．株主資本の金額の著しい変動

平成29年９月27日開催の臨時株主総会の決議によるＡ種優先株式28株の発行により、資本金及び資本剰余金

が、それぞれ1,400,000千円増加しております。また、当第３四半期連結累計期間において、新株予約権の行使

により、資本金及び資本剰余金が、それぞれ119,488千円増加しております。この結果、当第３四半期連結会計

期間末において資本金が3,929,075千円、資本剰余金が3,138,575千円となっております。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日　至 平成30年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　　至　平成29年12月31日）

「ホーム・オフィス・デリバリー事業」の売上高及び営業利益の金額は、いずれも全事業の90％を超えてい

るため、「ホーム・オフィス・デリバリー事業」以外の事業について重要性が乏しいことから、セグメント情

報の記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　　至　平成30年12月31日）

「ホーム・オフィス・デリバリー事業」の売上高及び営業利益の金額は、いずれも全事業の90％を超えてい

るため、「ホーム・オフィス・デリバリー事業」以外の事業について重要性が乏しいことから、セグメント情

報の記載を省略しております。

 
（金融商品関係）

リース債務(１年内返済予定を含む)は、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期

連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比べて著しい変動が認められますが、当第３四半期連結貸借対照

表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、

記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日

至　平成30年12月31日）

(1)　１株当たり四半期純利益又は

　　 １株当たり四半期純損失（△）
△52円11銭 4円26銭

（算定上の基礎）   
親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（千円）

△1,378,419 157,671

普通株主に帰属しない金額（千円） 14,421 42,191

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半

期純利益又は親会社株主に帰属する四半期

純損失（△）（千円）

△1,392,841 115,480

普通株式の期中平均株式数（株） 26,727,751 27,096,652

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －  3円92銭

（算定上の基礎）   
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） － 2,330,839

（うち新株予約権（株）） （－） （2,330,839）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式で、前連結会計年度末

から重要な変動があったものの概要

― 　―

 

(注) 前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの、１株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 
２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成31年２月８日

株式会社プレミアムウォーターホールディングス

取締役会 御中

三優監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 野　　村　　　　　聡 印

 

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 畑　　村　　国　　明 印
 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プレミ

アムウォーターホールディングスの平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計

期間（平成30年10月１日から平成30年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年12

月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括

利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プレミアムウォーターホールディングス及び連結子会社

の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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